
- 68 -

　○　必要書類 

 ・再申請に必要となる書類一式の提出または提示（通常の申請と同様）

 ・交付済みの経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（回収します）

（３）再交付（紛失、汚損を理由とする場合） 

    「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の再発行はできません。ただし、紛

 　失や汚損の場合は、県で保管している通知書写しを再交付することができます。

　　再交付を望む方は、任意の様式による再交付申請書（代表者名で実印のあるもの）を管轄

　の建設事務所へ提出してください。申請が適正であれば、結果通知書に「再交付」の表示をし

　たうえで交付しますが、なるべくこのようなことがないようにしてください。 

 

６　虚偽申請について 

（１）虚偽申請に対する罰則等 

  ア　虚偽申請に対する罰則（建設業法第５０条第１項第４号） 

　　　経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出し

　　た者は、６月以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処せられます。 

　イ　虚偽報告等に対する罰則（建設業法第５２条第１項第４号） 

　　　国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である

　　建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、若しく

　　は資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、

 　　１００万円以下の罰金に処せられます。

　ウ　許可の取消し（建設業法第８条第７号及び８号並びに第２９条第１項第２号の規定） 

　　　上記のア、イの刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後５年間は改

 　　めて許可を受けることができません。

（２）虚偽申請に対する調査 

 　　　当県では、以下の状況により虚偽申請が疑われる場合には、立入検査を行います。

 　　ア　建設事務所での審査の段階で虚偽申請が疑われる場合

 　　イ　虚偽申請情報が寄せられた場合

 　　ウ　申請内容の固有システムへの登録の段階で虚偽申請が疑われるエラーが出た場合

　　エ　虚偽申請防止対策により各経営状況分析登録機関から当県に情報提供される経営状

 　　　況分析に係る異常値情報について、その内容を確認する必要がある場合

 　　オ　その他申請内容を確認する必要がある場合

　　　なお、当該立入検査は、建設業法第３１条の規定に基づくものであり、当該検査や資

　　料の提出を拒んだり、虚偽の報告をした場合には、上記（１）イの罰則が適用されます。 

 

７　参考 

（１）申請書及び提出書類用紙等の入手方法 

　　経営規模等評価申請に必要な書類は、福島県土木部建設産業室のホームページからダウ

 ンロードできます。

　　 ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/keieijikoushinsayoushiki.html 
　　なお、インターネットの環境がなく、ホームページからのダウンロードサービスが受け
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　られない場合は、最寄りの建設事務所でも取り扱っていますので、お問い合わせください。 

（２）経営規模等評価申請書等及び確認書類の提出先 

　　審査は主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所で全て事前審査（郵送）で行います。

　　また、令和５年１月１０日から、電子申請での受付けを開始しました。 

　　ｱﾄﾞﾚｽ：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/denshishinsei.html 
　○経営規模等評価審査実施機関 

実施機関 連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号） 管轄地域

 所在地：〒960－8670 福島市、二本松市、 

県北建設事務所 福島市杉妻町2-16 (県庁北庁舎6階) 伊達市、本宮市、 

行政課 電　話：０２４－５２１－２４９８ 伊達郡、安達郡 

ＦＡＸ：０２４－５２１－２８４９

 所在地：〒963－8540 郡山市、須賀川市、 

県中建設事務所 郡山市麓山1-1-1 田村市、岩瀬郡、 

行政課 電　話：０２４－９３５－１３２９ 石川郡、田村郡 

ＦＡＸ：０２４－９３５－１５４４

 所在地：〒961－0971 白河市、西白河郡、 

県南建設事務所 白河市字昭和町269 東白川郡 

行政課 電　話：０２４８－２３－１６１６ 

ＦＡＸ：０２４８－２３－１５０４

 所在地：〒965－8501 会津若松市、大沼

会津若松建設事務所 会津若松市追手町7-5 郡、河沼郡 

行政課 電　話：０２４２－２９－５４２７ 

ＦＡＸ：０２４２－２９－５４１３

 所在地：〒966－0901  

喜多方建設事務所 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 喜多方市、耶麻郡

行政課 電　話：０２４１－２４－５７１３ 

ＦＡＸ：０２４１－２４－５７２９

 所在地：〒967－0004 南会津郡

南会津建設事務所 南会津町田島字根小屋甲4277-1 

総務課 電　話：０２４１－６２－５３０６ 

ＦＡＸ：０２４１－６２－５３４０

 所在地：〒975－0031 相馬市、南相馬市、 

相双建設事務所 南相馬市原町区錦町1-30 双葉郡、相馬郡 

行政課 電　話：０２４４－２６－１２０７ 

ＦＡＸ：０２４４－２６－１３３４

 所在地：〒970－8026 いわき市 

いわき建設事務所 いわき市平字梅本15 

行政課 電　話：０２４６－２４－６１０９ 

ＦＡＸ：０２４６－２４－６０５８

 ※経営規模等評価審査についての不明な点がございましたら、上記機関又は土木部建設産業

 室までお問い合わせください。
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【その他審査項目に関する確認書類】
★雇用保険加入の有無に関する確認書類
□　労働保険概算・確定保険料申告書
□　労働保険概算・確定保険料申告書で申告した保険料の納入に係る領収済通知書

□ 委任状（代理申請の場合）

《確認書類》　※該当するものを全て写しで提出してください。

経営事項審査申請に係るチェックリスト

【工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高の確認書類】
□　消費税及び地方消費税の納税証明書
□　消費税確定申告書控え
□　工事経歴書に記載された工事に係る請負契約書（建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位３件ずつ）

□ 直前３年の各事業年度における工事施工金額　※許可申請時（決算後の変更届を含む）に提出
されていれば省略可）

□ 工事種類別完成工事高【別紙１】

□ 経営規模等評価申請書･経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書【様式第25号の14】

□ 工事経歴書　※許可申請時（決算後の変更届を含む）に提出されていれば省略可）

□ その他審査項目【別紙３】

【技術職員数・技術職員名簿に関する確認書類】
□　技術者の合格証、免許等、卒業証書又は卒業証明書。能力評価（レベル判定）結果通知書　※有効期間の定めがなく、前
回提出した技術職員名簿で変更ない場合は、省略可
□　実務経験証明書　※有効期間の定めがなく、前回提出した技術職員名簿で変更ない場合は、省略可
□①事務所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書若しくは所属企業の雇用証明書又は有効期限前
の健康保険証　※健康保険証写し提出の際は、被保険者の記号・番号及び保険者番号を黒塗りすること。
□②社会保険被保険者標準報酬月額決定通知書　※①と②はセットで提出。
□③事務所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書　※①と②の提出が無い場合に提出
□　 住民税特別徴収税額通知書
□ 　所得税源泉徴収票　　　　　　　　　「①と②」又は「③」の書類が提出ができない場合、左記書類を複数提出
□　賃金台帳及び出勤簿
□　タイムカード等
□　高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者であることを証する会社の書面
□　継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則
□　監理技術者の資格証及び監理技術者講習修了証
□　登録基幹技能者講習修了証

□ 技術職員名簿【別紙２】

□ 建設機械の保有状況一覧表

【利払前税引前償却前利益に関する確認書類】　※経営状況分析結果通知書に参考値が記載されている場合は、特殊経審・
決算期変更時を除き提出不要。詳しくは、手引のP９参照。
□　損益計算書
□　法人税申告書別表１６（１）及び（２）
□　その他減価償却費として計上した金額を証明する書類

□ 審査手数料証紙貼付書　※建設事務所からの連絡後に副本と共に提出

《申請書類等》証紙以外の正本は、確認書類と一緒に提出。証紙と副本は、建設事
務所からの連絡後に一緒に提出。

チェックリストは、証紙以外の正本及び確認書類と一緒に提出
【経営事項審査申請の手引Ｐ８～Ｐ１５で確認後、チェックしてください】

【申請全体に関する確認書類】
□　建設業許可通知書又は建設業許可申請書
□　法人番号指定通知書又は国税庁法人番号公表サイト検索結果一覧を出力したもの
□　法人税又は所得税納税確定申告書控え
□　前期又は前々期分の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
□　前回の経営規模等評価申請書提出書類一式

許可番号 前年　　　・　　２年前　　　・３年前

正本

※以下について、該当する□にチェックを入れてください。

経審受審歴
※受けたものに「○」

申請者

□ 返信用封筒

□ 経営状況分析結果通知書（正本：原本、副本：写し）

★社会保険加入の有無に関する確認書類
□　健康保険料及び厚生年金保険の保険料納入の領収証書または納入証明書

★建設業退職金共済制度加入の有無に関する確認書類
□　勤労者退職金共済機構建設業退職金共済組合の発行する加入・履行証明書（経審申請用）
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※追加で資料の送付をお願いする場合があります。

★退職一時金制度導入の有無に関する確認書類
□　退職手当の定めがある労働協約又は就業規則を示す文書
□　勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部又は特定退職金共済団体の発行する加入証明書・共済契約書そ
の他これらに類するもの

★企業年金制度の有無に関する確認書類
□　厚生年金基金の発行する加入証明書又は適格退職年金契約の契約書
□　確定拠出年金導入の場合、確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
□　確定給付企業年金導入の場合、基金型であれば企業年金基金の発行する加入者証明書又は、規約型であれば資産管理
運用機関の発行する加入証明書

★法定外労働災害補償制度加入の有無に関する確認書類
□　(公財)建設業福祉共済団体、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済共同組合連合会、（一社）全国労働保険事
務組合連合会等又は保険会社との間で労働者災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害等に関する給付に
ついての契約をしている場合で、これらの機関の発行する加入証明書又は保険証券その他これに類するもの

★知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況　※CPD単位の取得がある方及び技能レベル向上者がいる場合は、様
式４号及び様式５号（作業員名簿含む）も提出してください。
□　様式４号：CPD単位を取得した技術者名簿
□　様式５号：技能者名簿
□　ＣＰＤ受講証明書、ＣＰＤ実績証明書、学習履歴証明書等
□　能力評価（レベル判定）結果通知書
□　様式第４号及び様式第５号に記載がある者に係る常勤性及び継続雇用の確認書類
□　様式第５号に記載がある者に係る作業員名簿

★国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況に関する確認書類
□　審査登録機関の認証を証明する書類（認証登録証明書及び付属書）

★女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況、次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況に関する確認書類
□ 都道府県労働局長から交付された直近の認定通知書（基準適合一般事業者主認定通知書、基準適合事業主認定通知書
等）の写し

★建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況に関する確認書類
□　別紙第６号：建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関す
る同意書
　※令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請に限り評価対象のため、審査基準日が令和５年８月１３日までの経営事項
審査は加点対象外。

★建設業の営業継続の状況に関する確認書類
□　裁判所から送付される民事再生または会社更生手続開始決定通知書
□　民事再生又は会社更生手続終結決定を受けたことを証する書面（官報公告等）

★防災活動への貢献の状況に関する確認書類
□　国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定書
所属している社団法人等の団体が、国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、以下の書
類。
□　当該団体が締結している防災協定書
□　申請者が当該団体に加入していることを証する書類
□　防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類

★建設業経理に関する確認書類
□　有価証券報告書又は監査調書
□　会計参与報告書
□　経理処理の適正化を確認した旨の書類
□　公認会計士、税理士の資格を有することを証する書面又は講習受講の修了証　、一級・二級登録経理試験（一級・二級建
設業経理事務士）の合格証書又は講習受講の修了証
□　公認会計士、会計士補、税理士、一級・二級登録経理試験合格者の常勤性が確認できる書類

★研究開発の状況に関する確認書類
□　有価証券報告書又は改正後の様式を作成している場合は注記表(建設業法施行規則別記様式17号の2)

★建設機械の保有状況に関する確認書類
□　売買契約書
□　特定自主検査記録表（新車で購入して１年以内のため特定自主検査を一度も受けていない場合は、出荷標章及び全体写
真、または初回特定自主検査実施時期証明書）
□　自動車検査証又は移動式クレーン検査証
□　リース契約書
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イ　様式第１号　工事種類別完成工事高付表
様式第1号

（用紙A4）

申請者

審査対象建設業 完成工事高

工事種類別完成工事高付表

注）　申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま審査対象建設業ごとに
　　記載すること。
　　(1)　一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工
　　　　事高に加えて申し出ようとする者。
　　(2)　一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても(1)と同様の方法により計算して申し出よ
　　　　うとする者。

７２
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 ウ　様式第２号　経理処理の適正を確認した旨の書類

様式第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４） 

 

 

 

経理処理の適正を確認した旨の書類 

 

 

 

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行う

ため、 

　　　　　　　　　　　　の　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　

日までの第　　　期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成された

ものであること及び別添の会計処理に関する確認項目の対象に係る内容について

適正に処理されていることを確認しました。 

 

 

　　地方整備局長 

　北海道開発局長 

　　　福島県知事　　殿 

年　　　月　　　日 

 

 

                            商号又は名称 

                            所属・役職 

                             
                          　氏　名                                   
 

 

以上 

 

 

記載要領 

　　「　地方整備局長 

　　　北海道開発局長　については、不要のものを消すこと。 

　　　　　　　　知事」 
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エ　高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者であることを証する会社の代表者が証明する書面 

   記　載　例 

様式第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（用紙Ａ４） 

 

　　　　　　　　　継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 

 

　建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、下表に掲げる者

については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　                                                               　年　　　月　　　日 

　　地方整備局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　北海道開発局長 

　　　福島県知事　　殿 

　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所             　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 通番 氏　　名 生年月日

 １－２０  　　　福島　一郎          　S25.6.22

 

     技術職員通番号

  

 技術職員名 簿頁番号

 

記載要領 

　１　「　  地方整備局長　　　　　　　　　　　　 

　　　　　北海道開発局長　については、不要のものを消すこと。 

　　　　　　　　　　知事」 

　２　規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日において継続

　　雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。 

　３　通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１４・別紙２の記載と統一すること。 
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オ　防災協定証明書 

 

 （標準様式）

 

 

証　　明　　書 

 

 

           　                         所 在 地

 

             　                       商号又は名称

 

               　                     許 可 番 号

 

                 　                   代 表 者 名

 

 

　上記の者は（審査基準日）○○年○○月○○日において、当○○協

会○○支部の構成員であり、かつ、○○年○○月○○日付けで福島県

○○建設事務所長との間で締結した「災害時における応急対策業務の

支援に関する協定（←協定名等を記載してください。）」に基づいて災

害応急活動等に従事する者であることを証明する。 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　（証明日を記入）　　　　年　　　　月　　　　日

 

                                         団体名　　　○○協会○○支部

 

                                        会　長　　　○○　○○　　　　
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カ　審査手数料証紙貼付書 

 

 

審査手数料証紙貼付書 

 

 

                                        所 在  地

                                        申 請 者　　　　　　　　　　　　　　　

   (経営規模等評価)  
                   円

申　請  手数料 (総合評定値請求) 備　考
業種数        業種   （円）               円 

(合　　計) 
              円



建設業退職金共済事業加入･履行証明願 

共済事業加入及び共済契約の履行状況を下記により証明願います。 

令和  年  月  日 

勤労者退職金共済機 構 

建 退 共 福 島 県 支 部 長 殿 

住  所 

名  称 

代 表 者 

電話番号 

①共済契約成立年月日    年  月  日 
⑩直前決算日における直近１か年間の元請から 

受 け た 電 子 申 請 に よ る 掛 金 充 当 額    円 

②共済契約者番号 － 
⑪直前決算日における直近１か年間の下請に

行 っ た 電 子 申 請 に よ る 掛 金 充 当 額 円 

③建設キャリアアップシステム

事 業 者 Ｉ Ｄ 
⑫事務 受託者 番 号

④直前決算日における

被 共 済 者 数 人 

⑬決算日及び決算期間

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

⑤直前決算日における直近１か年間の

手 帳 更 新 数 冊 

⑭工事施工高

（土 木） （建築･その他） 

公共工事 千円 千円 

民間工事 千円  千円 

合 計 千円 

⑥直前決算日における直近１か年間の

証 紙 購 入 額 円 

⑦直前決算日における直近１か年間の元請から 

現物で交付を受けた証紙の金額    円 

⑧直前決算日における直近１か年間の下請へ

現物で交付した証紙の金額 円 

⑮その他

⑨直前決算日における直近１か年間の電子申請

による掛金充当額（自社分） 円 

建設業退職金共済事業加入･履行証明書 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

証 第 号 

  令和 年 月  日 

勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 

建 退 共 福 島 県 支 部 

支部長 

申 請 者 

(共済契約者) 

昭和 

平成 

令和 

７７ 
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「加入・履行証明願」申請要領 

建退共福島県支部 

 令和４年４月１日以降に加入・履行証明書を必要とされる場合は下記の書類をそろえて

申請してください。 

 また、加入・履行証明書発行については、「加入・履行証明書発行に関するフロー」で証

明願の申請が受付られるかどうか確認してから申請してください。 

［共済証紙貼付方式（電子申請方式併用を含む）提出書類チェックリスト］ 

□ １．建設業退職金共済事業加入・履行証明願 ２部（建退共福島県支部様式）

□ ２．共済手帳受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ３．共済証紙受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ４．①掛金収納書のコピー

②出勤簿等（加入・履行証明書発行に関するフロー「Ｑ2-2.イの場合」）

□ ５．証明手数料 １部１，０００円 定額小為替（無記名）または現金

□ ６．返信用封筒（定形の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの）

※ １は、建退共福島県支部のホームページ（http://www.kentaikyou.fukushima.jp）

からダウンロードしてください。但し、この証明願については、建退共本部のホ

ームページに記載されている様式は使用できません。

【購入した共済証紙の相当割合が下請に現物交付されている場合、下記提出書類も必要

となります。】 

□ ７．建退共制度に係る被共済者就労状況報告書・建設業退職金共済証紙受領書

（建退共事務受託様式第２号）のコピー 

□ ８．工事別共済証紙受払簿のコピー

※ ７・８は、決算期間内において、最も請負金額が大きい工事に関する報告書と受

払簿のみの提出となります。

［電子申請方式 提出書類チェックリスト］ 

□ １．建設業退職金共済事業加入・履行証明願 ２部（建退共福島県支部様式）

□ ２．共済手帳受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ３．出勤簿等（加入・履行証明書発行に関するフロー「Ｑ2-2.イの場合」）

□ ４．証明手数料 １部１，０００円 定額小為替（無記名）または現金

□ ５．返信用封筒（定形の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの）

※ １は、建退共福島県支部のホームページ（http://www.kentaikyou.fukushima.jp） 

からダウンロードしてください。但し、この証明願については、建退共本部のホ

ームページに記載されている様式は使用できません。

http://www.kentaikyou.fukushima.jp/
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［加入・履行証明願記入要領］ 

欄名(一部略称) 記入要領 

①共済契約成立年月日
「建設業退職金共済契約者証」によって記入 

②共済契約者番号

③事業者ＩＤ
 建設キャリアアップシステムの登録時に通知された事業者ＩＤを記

入。但し、同システムに登録していない場合は、記入する必要なし 

④被共済者数 直前決算日において手帳の交付を受けている労働者の人数を記入 

⑤手帳更新数 直前決算日における直近１か年間の手帳の更新冊数 

⑥証紙購入額 直前決算日における直近１か年間の購入金額を記入 

⑦元請から現物で交付を

受けた証紙の金額

「共済証紙受払簿」により直前決算日における直近１か年間の金額を 

記入 

⑧下請へ現物で交付した

証紙の金額

「共済証紙受払簿」により直前決算日における直近１か年間の金額を 

記入 

⑨電子申請による掛金充

当額（自社分）

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑩元請から受けた電子申

請による掛金充当額

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑪下請に行った電子申請

による掛金充当額

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑫事務受託者番号
「建設業退職金共済事務受託者証」によって記入。但し、事業主が事務

受託者証の交付を受けていない場合は、記入する必要なし 

⑬決算日及び決算期間 本証明願の申請日に最も近い決算日及び該当する期間を記入 

⑭工事施工高

直前決算日における直近１か年間の完成工事高。但し、公共・民間工

事に区分し、それらの金額を土木（「土木一式工事」、「とび・土工・コ

ンクリート工事」、「ほ装工事」、「しゅんせつ工事」）と建築・その他（土

木以外の工事）に分けて記入。合計欄は全てを合算した金額。（経営事

項審査申請書の工事完成高の合計と一致すること） 

⑮その他
①～⑭に記載する内容の補足事項や、④の人数に対し⑤の冊数や

⑥の購入額が極端に少ない場合の理由等を記入

［ご 注 意］ 

・直前決算日内にＪＶで工事を施工した場合、構成員企業の出資比率で証紙を購入した

時に、その金額を⑥に加算してください。また、代表企業が一括して購入した場合も

⑥に加算してください。

・提出書類に不備があったり、証明願に必要事項が記入されていない時は、加入・履行

証明書の発行ができない場合がございます。

・受付は郵送のみで、支部受付の順番に発行しています。即日証明してお返しすること

はできません。

・支部受付日から発行まで７～１０営業日程度かかりますので、予めご了承願います。

・お急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金を足して「速達」と記入してください。

［提 出 先］ 

  〒960-8061 福島市五月町４－２５ 勤労者退職金共済機構 建退共福島県支部 

  TEL０２４－５２３－１６１８ FAX０２４－５２２－４５１３ 
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・共
済

証
紙
購
入
額

：共
済
証
紙
受
払

簿
、
掛
金

収
納

書
等
で
確
認

・電
子

申
請
に
よ
る
掛
金
充
当

額
：建

設
業
退
職
金
共
済
掛

金
納

付
・
充
当

状
況

証
明
書
等

で
確
認

＜
退
職

給
付
拠

出
額

等
の
計

算
＞

(１
)電

子
申
請
方
式

で
自
社
の
従
業
員
に
対
し
掛
金
充

当
し
た
額

・
・・
・
・・
・
・

円
(２
)電

子
申
請

方
式
で
元
請
か
ら
自
社
の
従
業

員
に
対

し
掛
金

充
当
さ
れ
た
額

円
(３
)共

済
証
紙
購
入

額
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・
・・
・・
・
・
・

円
(４
)前

年
度
か
ら
繰
越
し
た
共
済
証
紙
の
額

・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・

円
(５
)元

請
か
ら
現
物
交
付
さ
れ
た
共
済
証
紙
の
額

・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・

円
(６
)(
５
)の

う
ち
、
下
請

に
現
物
交
付
し
た
共
済
証
紙

の
額

・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・

円
計
算
式

(１
)＋

(２
)＋

(３
)＋

(４
)＋

(５
)－

(６
)

Ｑ
３
－
２
Ｑ
２
－

２
ア
又
は

イ
に
該

当
す
る
被

共
済
者

が
い
る
場
合

、
そ
の

方
の

退
職

給
付

拠
出

額
は

以
下

の
条

件
を
満

た
し
て
い
ま
す
か

？
(１
)ア

の
方
の
退
職

給
付

拠
出
額

加
入

～
決
算
期

の
月
数
×

４
，
３
４
０
円
(※

２
)以

上
で
あ
る
こ
と
。

(２
)イ

の
方
の
退
職
給
付
拠
出
額

年
間

の
就
労
日
数
×
３
１
０
円
(※

３
)以

上
で
あ
る
こ
と
。

(※
１
)～

(※
３
)は

、
「
加
入
・履

行
証
明
書
発

行
基
準
」
２
.を

ご
確

認
く
だ
さ
い
。

証
明

願
の

申
請

は
受

け
付

け
ら
れ

ま
せ

ん
。

更
新

数
は

被
共

済
者
数

に
見
合

う
数

で
す
か

？
（共

済
手

帳
受
払
簿

で
確
認

）

・被
共
済
者
数

人
・手

帳
更
新
数

冊

手
帳

更
新
数

が
被

共
済
者

数
以

上
で
あ
る
。

更
新
数

が
少

な
い
理

由
は

以
下

の
い
ず
れ
か

に
該
当

し
ま
す
か
？

ア
加
入
後
１
年
未
満
の
被
共

済
者
が
い
る

イ
個
人
的

事
情
等
に
よ
り
年
間

就
労
日
数
の
少
な
い

被
共
済
者
が
い
る
（
季
節
労

働
者
・高

齢
者
・病

弱
等
）

ウ
電
子
申

請
方
式
で
掛
金
納
付
を
行
っ
て
い
る

自
社

に
被

共
済
者

は
い
ま
す
か

？

Ｎ
Ｏ

（
下

請
へ

の
証

紙
交

付
・掛

金
充

当
の

み
の

場
合

）

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｑ
1
-1

Ｑ
3
-1

Ｑ
3
-2

Ｑ
1
-2

Ｑ
2
-2

Ｑ
2
-1

建
退

共
福

島
県

支
部

７９80



様
式
第
二
十
五
号
の
十
五

(第
十
九
条
の
九
、
第
二
十
一
条
の
四
関
係

) 

経
営

規
模

等
評

価
結

果
通

知
書

 

総
合

評
定

値
通

知
書

 

 
 

 
許
可
 
 
 
―
 
 
 
 
号

 

審
査
基
準
日

 
 
 
 
 

 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

経
営
規
模
等
評
価
の
結
果

 

総
合
評
定
値

 
を
通
知
し
ま
す
。

 

 
 

電
話

番
号

 

資
本

金
額

 

完
成
工
事
高
／
売
上
高
（
％
）

 

行
政

庁
記

入
欄

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
印

 

  

許
可

区
分

 
建

設
工

事
の

種
類

 

総
合

評
定
値

(P
) 

完
成

工
事

高
 

元
請

完
成

工
事

高
及

び
技

術
職

員
数

 
 

 
自

己
資

本
額

及
び

利
益

額
 

数
値

 
点
数

 

年
平
均

 
評
点

(X
1
) 

元
請
完
成
工
事
高

 
技

術
職

員
数

 
評
点 (Z

) 
 
自

己
資

本
額

X
 

 
 

 
 

年
平
均

 
一
級

 
(講

習
受
講

) 
監
理
補
佐

 
基
幹

 
二
級

 
そ
の
他

 
 
利

益
額

 
 

 
 

 

 
 

土
木

一
式

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

評
点

(X
2
) 

 
 プ

レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築

一
式

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
の

審
査

項
目

(
社

会
性

等
) 

数
値
等

 
点
数

 

 
 

大
工

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

雇
用

保
険

加
入

の
有

無
 

 

 

 
 

左
官

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

健
康

保
険

加
入

の
有

無
 

 

 
 

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

厚
生

年
金

保
険

加
入

の
有

無
 

 

 
 法

面
処

理
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

加
入

の
有

無
 

 

 
 

石
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

退
職

一
時

金
制

度
若

し
く

は
企

業
年

金
制

度
導

入
の

有
無

 
 

 
 

屋
根

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
定

外
労

働
災

害
補

償
制

度
加

入
の

有
無

 
 

 
 

電
気

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

若
手

技
術

職
員

の
継

続
的

な
育

成
及

び
確

保
 

 

 
 

管
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
規

若
年

技
術

職
員

の
育

成
及

び
確

保
 

 

 
 

タ
イ

ル
・

れ
ん

が
・

ブ
ロ

ッ
ク

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
P

D
単

位
取

得
数

 
単
位

 

 
 

鋼
構

造
物

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
術

者
数
 

人
 

 
 鋼

橋
上

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
能

レ
ベ

ル
向

上
者

数
 

人
 

 
 

鉄
筋

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
能

者
数
 

人
 

 
 

舗
装

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

控
除

対
象

者
数

 
人

 

 
 

し
ゆ

ん
せ

つ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
の
状
況
 

 

 
 

板
金

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

認
定

の
状

況
 

 

 
 

ガ
ラ

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

青
少

年
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

認
定

の
状

況
 

 

 
 

塗
装

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
就
業
履
歴
を
蓄
積
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
状
況
 

 

 
 

防
水

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
設

工
事

の
担

い
手

の
育

成
及

び
確

保
に

関
す

る
取

組
の

状
況

 
 

 
 

内
装

仕
上

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

営
業

年
数
 

年
 

 
 

 
機

械
器

具
設

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

民
事

再
生

法
又

は
会

社
更

生
法

の
適

用
の

有
無

 
 

 
 

熱
絶

縁
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
設

業
の

営
業

継
続

の
状

況
 

 

 
 

電
気

通
信

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防
災

協
定

の
締

結
の

有
無

 
 

 

 
 

造
園

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

防
災

活
動

へ
の

貢
献

の
状

況
 

 

 
 

さ
く

井
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

営
業

停
止

処
分

の
有

無
 

 
 

 
 

建
具

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
示

処
分

の
有

無
 

 

 
 

水
道

施
設

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
令

遵
守

の
状

況
 

 

 
 

消
防

施
設

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監
査

の
受

審
状

況
 

 

 
 

 
清

掃
施

設
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
認

会
計

士
等

の
数

 
 

 
 

解
体

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二

級
登

録
経

理
試

験
合

格
者

の
数

 
 

 
そ

の
他

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
設

業
の

経
理

の
状

況
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
開

発
費

 
 

 

 
研

究
開

発
の

状
況

 
 

(参
考

) 
建

設
機

械
の

所
有

及
び

リ
ー

ス
台

数
 

台
 

 

科
目

 
決
算
 
 

 
科

目
 

決
算
 
 

 
経

営
状

況
 

決
算
 

 
経

営
状

況
 

決
算
 

 
建

設
機

械
の

保
有

状
況

 
 

固
定

資
産

 
 

 
売

上
高

 
 

 
純

支
払

利
息

比
率

 
 

 
自
己
資
本
対
固
定
資
産
比
率

 
 

 
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

2
1

の
認

証
の

有
無

 
 

 
流

動
負

債
 

 
 

売
上

総
利

益
 

 
 

負
債

回
転

期
間

 
 

 
自

己
資

本
比

率
 

 
 

I
S

O
9

0
0

1
の

登
録

の
有

無
 

 

固
定

負
債

 
 

 
受

取
利

息
配

当
金

 
 

 
総

資
本

売
上

総
利

益
率

 
 

 
営

業
キ

ャ
ッ

シ
ュ

フ
ロ

ー
 

 
 

I
S

O
1

4
0

0
1

の
登

録
の

有
無

 
 

利
益

剰
余

金
 

 
 

支
払

利
息

 
 

 
売

上
高

経
常

利
益

率
 

 
 

利
益

剰
余

金
 

 
 

国
又

は
国

際
標

準
化

機
構

が
定

め
た

規
格

に
よ

る
認

証
又

は
登

録
の

状
況

 
 

自
己

資
本

 
 

 
経

常
利

益
 

 
 

評
点

(Y
) 

評
点

(
W
) 

 

総
資

本
(

当
期

) 
 

 
営
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

(当
期

) 
 

 
 

 
 

総
資

本
(

前
期

) 
 

 
営
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

(前
期

) 
 

 
[金

額
単
位
：
千
円

] 

 　
経
営
慈
母
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テキストボックス
 

223987
テキストボックス
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テキストボックス
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登録経営状況分析機関

令和  年  月  日

殿 登録経営状況分析機関代表者 印

あります。

 '

単 独 決 算 又 は
連 結 決 算 の 別

利 益 剰 余 金

〔1.単独決算、2.連結決算 〕

数 値

5

 '  '

令和審 査 基 準 日

－

売 上 高 に 占 め る
完 成 工 事 高 の 割 合

資 本 金

数 値

・

 '

 '  '  '

 '  '  '

 '

 '  '  '

 '  '  '

 '  '
10 15

 '  '
10

15

 '  '  '

 '
15

 ' '  '

17

17

 '  '  '

15

 '  '

 '  '

10

・

金　 　額（千円）

10

令和　　年　　月　　日

号

5

17

経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書

登録年月日

－

5

17

金　 　額（千円）

（用紙Ａ４）

1 0 0 0 6

登 録 番 号

許 可 番 号

経営状況分析の結果を通知します。
この経営状況分析結果通知書の記載事項は、事実に相違ありません。

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の８の記載要領の別表(2)の分類に従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示して

日年 月

％

7 1 0 3

5
・

純 支 払 利 息 比 率

5

負 債 回 転 期 間

13

自 己 資 本 対 固 定 資 産 比 率

13

13

13

7 1 1

7 1

1 0

7 1

7 1 売 上 高 経 常 利 益 率

10

10

・

 '

7 1 1 1

5

 '

 '
5

5

5

1 1

7 1 1 3

 '

経営状況分析結果（Ｙ）＝

10

 '

7

5

5

10

10

1 1 4

7

7 1 0

0

0

2

0 9

7 1

経 営 状 況 点 数 （ Ａ ） ＝

0

8

7

6

固 定 負 債

流 動 負 債

固 定 資 産

5 総 資 本 売 上 総 利 益 率

経営状況分析

7 1 0 2

0 4

7

電 話 番 号

処 理 の 区 分

項　　番

7 1 0 1
5

（千円）

－

自 己 資 本 比 率

5

5 10

10

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー

・
15

15

15

15

20

20

20

20

15

15

20
 '

20

 '

20

20

経常（事業主）利益

支 払 利 息

受 取 利 息 配 当 金

売 上 総 利 益

20

20

2017

17

17

25

25

・

25

25

25

25

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 当 期 ）

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 前 期 ）総 資 本 （ 前 期 ）

総 資 本 （ 当 期 ）

自 己 資 本

利 益 剰 余 金

15

・

・

・

売 上 高

25

81
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様式第二十五号の十三（第十九条の五関係）

令和　 年 　月　　日　　　　　　

令和  年  月  日　　　　　　

令和  年  月  日　　　　　　
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コ　登録基幹技能者講習修了証（様式第２５号の８） 

 

 

  ※経営事項審査では、その業種で申請があった場合のみ加点評価。

 　また、修了年月日が審査基準日以前であることが必要。

         　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リ
ー

ス
開

始
日

リ
ー

ス
期

間
満

了
日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
平

成
24

年
 1

0月
 1

日
平

成
29

年
 9

月
 3

0日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
自

社
所

有
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

【
記

載
要

領
】

　
　

⑧
締

固
め

用
機

械
に

あ
っ

て
は

、
「
ロ

ー
ド

ロ
ー

ラ
ー

」
「
タ

イ
ヤ

ロ
ー

ラ
ー

」
「
振

動
ロ

ー
ラ

ー
」
。

 ⑨
解

体
用

機
械

に
あ

っ
て

は
、

「
ブ

レ
ー

カ
ー

」
「
鉄

骨
切

断
機

」
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

砕
機

」
「
解

体
用

つ
か

み
機

」
。

※
「
所

有
・
リ
ー

ス
の

別
」
欄

は
、

「
自

社
所

有
」
又

は
「
リ
ー

ス
」
の

該
当

す
る

方
を

○
で

囲
む

こ
と

。

※
「
所

有
・
リ
ー

ス
の

別
」
欄

に
お

い
て

「
自

社
所

有
」
を

選
択

し
た

場
合

は
「
取

得
年

月
日

」
を

、
「
リ
ー

ス
」
を

選
択

し
た

場
合

は
「
リ
ー

ス
開

始
日

」
及

び
「
リ
ー

ス
期

間
満

了
日

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

　
③

「
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
」
に

あ
っ

て
は

、
バ

ケ
ッ

ト
容

量
。

（
例

：
1
.2

立
方

メ
ー

ト
ル

）

　
④

「
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

」
に

あ
っ

て
は

、
自

重
。

（
例

：
1
0
.0

ト
ン

）

　
⑤

「
移

動
式

ク
レ

ー
ン

」
に

あ
っ

て
は

、
つ

り
上

げ
荷

重
。

（
例

：
7
.0

ト
ン

）

　
⑥

「
ダ

ン
プ

車
」
に

あ
っ

て
は

、
「
ダ

ン
プ

」
「
ダ

ン
プ

フ
ル

ト
レ

ー
ラ

ー
」
「
ダ

ン
プ

セ
ミ
ト
レ

ー
ラ

ー
」
。

　
　

　
　

「
積

載
物

は
土

砂
等

以
外

の
も

の
と

す
る

」
等

の
記

載
が

検
査

証
に

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

外
。

　
　

　
　

⑦
高

所
作

業
車

に
あ

っ
て

は
、

作
業

床
の

高
さ

が
２

ｍ
以

上
の

も
の

。

年
　

　
月

　
　

日

※
項

番
「
６

４
」
で

記
入

し
た

台
数

分
の

評
価

対
象

建
設

機
械

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

※
「
建

設
機

械
の

種
類

」
欄

は
、

該
当

す
る

も
の

を
丸

で
囲

む
こ

と
。

※
「
種

別
又

は
規

格
」
欄

は
、

「
建

設
機

械
の

種
類

」
欄

に
て

選
択

し
た

機
種

ご
と

に
下

記
に

つ
き

記
載

す
る

こ
と

。

　
①

「
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
」
に

あ
っ

て
は

、
シ

ョ
ベ

ル
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
、

ド
ラ

グ
ラ

イ
ン

、
ク

ラ
ム

シ
ェ

ル
、

ク
レ

ー
ン

又
は

パ
イ

ル
ド

ラ
イ

バ
ー

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト
を

有
す

る
旨

。
（
例

：
バ

ッ
ク

ホ
ウ

）

　
②

「
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
」
に

あ
っ

て
は

、
自

重
。

（
例

：
3
.8

9
ト
ン

）

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

平
成

2
７

年
 １

月
1
6
日

○
×
自
動
車

X
X

X
-A

Ｂ
B

B
BB
B7
7-
00
00
00
0

ダ
ン
プ
フ
ル
ト
レ
ー
ラ

平
成

2
2
年

　
１

月
　

2
1
日

平
成

2
７

年
 １

月
1
6
日

○
×
自
動
車

X
X

X
-A

A
B

B
AA
A8
8-
00
00
00
0

ダ
ン
プ

平
成

2
2
年

　
１

月
　

2
1
日

平
成

2
6
年

 9
月

1
0
日

□
□
建
機

Y
Y

-0
00

0
9
8
7
6
5
4
3

1
6
ト
ン

平
成

1
9
年

　
1
1
月

　
2
3
日

平
成

2
5
年

1
1
月

2
2
日

種
別

又
は

規
格

所
有

・
リ
ー

ス
の

別
取

得
年

月
日

検
査

実
施

年
月

日

△
製
作
所

Z
Z
-9

9E
F
G

0
1
2
3
4
5
6

バ
ッ
ク
ホ
ウ

年
　

　
月

　
　

日

（
別

表
１

）

建
設

機
械

の
保

有
状

況
一

覧
表

審
査

基
準

日
：
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

申
請

者

Ｎ
ｏ
．

建
設

機
械

の
種

類
メ

ー
カ

ー
名

型
式

製
造

・
車

体
番

号
表

示
番

号
（ダ

ン
プ

車
）

サ：建設機械の保有状況一覧表：記載例 
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シ 建設キャリアアップシステムに係る能力評価結果通知書

能力評価（レベル判定）結果通知書

技能者氏名 殿

能力評価（レベル判定）の結果、貴殿を鉄筋技能者レベル３として認定します。

【申請者氏名】 建設 太郎

【技能者ＩＤ】 12345678901234

【生年月日】 ○○年○月○日

【職種(呼称）】 鉄筋

【評価年月日】 2019年12月6日

【評 価 結 果】 レベル３

2019年12月6日

鉄筋技能者能力評価実施機関



ス　告示別表第２０

ＣＰＤ認定団体

公益社団法人　空気調和・衛生工学会 50

一般財団法人　建設業振興基金 12

一般社団法人　建設コンサルタンツ協会 50

一般社団法人　交通工学研究会 50

公益社団法人　地盤工学会 50

公益社団法人　森林・自然環境技術教育研究センター 20

公益社団法人　全国上下水道コンサルタント協会 50

一般社団法人　全国測量設計業協会連合会 20

一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会 20

一般社団法人　全日本建設技術協会 25

土質・地質技術者生涯学習協議会 50

公益社団法人　土木学会 50

一般社団法人　日本環境アセスメント協会 50

公益社団法人　日本技術士会 50

公益社団法人　日本建築士会連合会 12

公益社団法人　日本造園学会 50

公益社団法人　日本都市計画学会 50

公益社団法人　農業農村工学会 50

一般社団法人　日本建築士事務所協会連合会 12

公益社団法人　日本建築家協会 12

一般社団法人　日本建設業連合会 12

一般社団法人　日本建築学会 12

一般社団法人　建築設備技術者協会 12

一般社団法人　電気設備学会 12

一般社団法人　日本設備設計事務所協会連合会 12

公益財団法人　建築技術教育普及センター 12

一般社団法人　日本建築構造技術者協会 12

※技術者１人当たりのＣＰＤ単位取得数

　（ＣＰＤ認定団体によって取得を認定された単位数） ÷

（上記ＣＰＤ認定団体毎の右欄の数値） × 30

(例）１名の技術者が（一社）全国土木施工管理技士会連合会から、40単位取得した場合。

　計算式は、40÷20×30＝60→60単位取得となりますが、１人当たりの単位取得数の上限は、30単位

なので、上記のケースの技術者１人あたりの単位取得数は、30単位となります。

　なお、上記の計算で、小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

　１人の技術者につき、２以上のＣＰＤ認定団体によって単位の取得が認められた場合は、いずれか

１つのＣＰＤ認定団体において習得を認定された単位をもとにＣＰＤ単位取得数を計算します。

86



セ　CPD単位を取得した技術職員名簿

様式第４号

　　　年　　　月　　　日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

CPD単位取得数（項番61）及び技能レベル向上者数

（項番62）の両方の数がない場合は、提出不要

　　なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿

　　別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

　　は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

2　｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

　　CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

CPD単位総計（①＋②）

記載要領

（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）

技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）

１人当たりのＣＰＤ単位の上限

は、最大３０です。

項目６１「ＣＰＤ単位取得数」と一致します。

審査基準日前６ヶ月を超えて雇用しており、「技術職員名簿(提出書類5)に記載した者以外に、技

術者が在籍している場合は、ＣＰＤ単位取得の有無に関係なく記載してください。

該当者がいない場合は、「該当なし」と記載し提出してください。

※経営事項審査を受審していない業種の技術者や1級又は２級技士補が該当します。

※技術者とは、主任技術者または監理技術者の要件を満たす者（実務経験10年等も含む）、１級

又は２級の第一次検定に合格した者（監理技術者補佐等）のことをいいます。

「技術職員名簿(提出書類5)」への記載人数及びこの様式第４号への記載人数の合計数が、「その

他審査項目」項番６１「技術者数」の人数と一致します。

「ＣＰＤ単位」の欄には、「シ 告示別表第１８」

に記載の算式で算出された技術者１人当たり

のＣＰＤ単位取得数を記載します。

なお、ＣＰＤ単位を取得していない場合は、空

欄で構いません。
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ソ　技能者名簿

様式第５号

（用紙A４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

CPD単位取得数（項番61）及び技能レベル向上者数

（項番62）の両方の数がない場合は、提出不要

技能者名簿

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

　　場合に、○印を記載すること。　

記載要領

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

審査基準日の３年前以前に

レベル４の評価を受けていた

者

項目62「控除対象者数」と一致し

ます

項目62「レベル向上者数」と一致

します項目62「技能者数」と一致しま

す

審査基準日前６ヶ月を超えて雇用しており、次の要件のすべてに該当する者を技能レ

ベル向上の有無に関係なく記載してください。該当者がいない場合は、「該当なし」と記

載し、提出してください。

①審査基準日以前３年間に施工体制台帳等に係る作業員名簿の記載対象者となって

いる者

②建設工事の施工管理のみに従事した者でない者

※技術者と技能者の両方に計上されるケースも考えられますのでご注意ください。

（例）２級土木施工管理技士を取得し、上記①及び②に該当する者。

レベル向上者の有無については、審査基準日以前３年間において、ＣＣＵＳのレベ

ル２～４の評価を受けた技能者が審査基準日の３年前の日以前に受けた評価の区

分より１以上高い場合に「○」と記載します。なお、能力評価基準を受けていない者

については、レベル１として審査します。

審査基準日以前に受けた、最新の評

価の年月日を記載してください。
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チ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び情報共有に関する同意書

様式第６号
（用紙Ａ４）

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び

情報共有に関する同意書

令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間に発注者から直接請け
負った建設工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するため
に必要な措置を実施していることを誓約します。
また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財

団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うこと
に同意します。

地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿
年 月 日

建設キャリアアップシステム事業者ＩＤ

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

科 目 件 数

措置実施工事 件

軽微な工事 件

措置未実施工事

災害応急対策 件

合 計 件

記載要領
１ 「 地方整備局長

北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。
知事」

２ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。
３ 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請

け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における
全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ
と。
なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。

４ 「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(十)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。
なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に
ついても、当該項目に含むものとする。

５ 「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。
６ 「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工
事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。
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１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○

21
L

二
級
土
木
施
工
監
理
技
士
補

（
薬

液
注

入
）

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

12
0

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

１
※

5
5

１
※

１
※

１
※

5

12
C

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
補

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

22
1

2
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
2

22
2

2
１

○
2

１
○

１
○

2
2

2
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
2

22
3

2
2

１
○

2
2

2
１

○
2

2
2

2
2

１
○

2
2

１
○

１
○

１
○

１
○

22
D

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士
補

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

12
7

5
１

※
１

※

12
E

一
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技

士
補

１
※

１
※

22
8

2
１

○
１

○

22
F

二
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技

士
補

１
○

１
○

12
9

5
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※

12
G

一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

補
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※
１

※

23
0

2
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○

23
A

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

補
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○
１

○

13
1

5

13
B

23
2

二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管

理
技

士
2

23
C

二
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管

理
技

士
補

13
3

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

5
１

※
１

※
１

※
１

※

13
D

一
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

１
※

23
4

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

2
１

○
１

○
１

○
１

○

23
E

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

１
○

13
7

5
5

5
5

5
5

23
8

2
2

2
2

2

23
9

2

コ
ー

ド
資

　
　

　
格

　
　

　
区

　
　

　
分

建
　

設
　

業
　

の
　

種
　

類

一
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

二
級
管
工
事
施
工
管
理
技
士

一
級
造
園
施
工
管
理
技
士

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
（

鋼
構

造
物

塗
装

）

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
（

薬
液

注
入

）

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士

法
第
15

条
第
２
号
ハ
該
当

（
同

号
ロ

と
同

等
以

上
）

【
大

臣
認

定
】

同
　

　
　

上

監
理
技
術
者
を
補
佐
す
る
資
格
を
有
す
る
者
（
主
任
技
術
者
と
な
る
資
格
を
有
し
、
一
級
技
士
補
で
あ
る
者
）

４
（資

格
を

有
す

る
２

業
種

以
内

に
限

る
）

法
第
７
条
第
２
号
イ
該
当
  
（

指
定

学
科

卒
業

後
3年

又
は

5年
の

実
務

経
験

）
１

（２
業

種
以

内
に

限
る

）

法
第
７
条
第
２
号
ロ
該
当
　

（
10
年

の
実

務
経

験
）

同
　

　
　

上

法
第
15

条
第
２
号
ハ
該
当

（
同

号
イ

と
同

等
以

上
）

【
大

臣
認

定
】

同
　

　
　

上
（た

だ
し

指
定

建
設

業
（
土

・
建

・
電

・
管

・
鋼

・
舗

・
園

）
に

限
る

。
）

建
築
士
法

一
級
建
築
士

二
級
建
築
士

木
造
建
築
士

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士
（

建
築

）

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士
（

躯
体

）

二
級
建
築
施
工
管
理
技
士
（

仕
上

げ
）

一
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技

士

二
級
電
気
工
事
施
工
管
理
技

士

一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管

理
技

士

一
級
電
気
通
信
工
事
施
工
管

理
技

士
補

二
級
造
園
施
工
管
理
技
士
補

建 設 業 法

一
級
建
設
機
械
施
工
技
士

二
級
建
設
機
械
施
工
管
理
技

士
（

第
１

種
～

第
６

種
）

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
（

土
木

）
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○

技
術

者
区

分
一

覧
表

－
そ

の
２

－
  

01 土
02 建

03 大
04 左

05 と
06 石

07 屋
08 電

09 管
10 タ

11 鋼
12 筋

13 舗
1
4 し

1
5

板
1
6 ガ

1
7

塗
1
8

防
1
9

内
2
0

機
2
1

絶
2
2

通
2
3

園
2
4

井
2
5

具
2
6

水
2
7

消
2
8

清
2
9

解

14
1

5
5

5
5

5
5

5

14
2

5
5

5
5

5
5

5
5

14
3

5
5

14
4

5
5

14
5

5

14
6

5
5

14
7

5
5

14
8

5
5

5

14
9

5
5

5

15
0

5

15
1

5
5

5

15
2

5

15
3

5
5

15
4

5
5

5

電
気
工
事
士
法

15
5

2

25
6

1

電
気

事
業

法
25

8
1

25
9

1

23
5

1

水
道

法
26

5
1

16
8

2

16
9

2

17
1

2

27
1

1

16
4

2
2

26
4

1
1

17
2

2

27
2

1

15
7

2
2

25
7

1
1

17
3

2

27
3

1

16
6

2

26
6

1

17
4

2

27
4

1

17
5

2

27
5

1

17
6

2

27
6

1

17
0

2
2

2

27
0

1
1

1

17
7

2

27
7

1

17
8

2

27
8

1

17
9

2
2

27
9

1
1

（５
→

５
点

加
点

、
２

→
２

点
加

点
、

１
→

１
点

加
点

）

コ
ー

ド
資

　
　

　
格

　
　

　
区

　
　

　
分

建
　

設
　

業
　

の
　

種
　

類

建
設
・
総
合
技
術
監
理
（
建

設
）

建
設

「
鋼

構
造

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

」
・

総
合

技
術

監
理

（
建

設
「

構
造

物
及

び
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

第
一
種
電
気
工
事
士

電
気
電
子
・
総
合
技
術
監
理

（
電

気
電

子
）

機
械
・
総
合
技
術
監
理
（
機

械
）

機
械

「
流

体
工

学
」

又
は

「
熱

工
学

」
・

総
合

技
術

監
理

（
機

械
「

流
体

機
械

」
又

は
「

暖
冷

房
及

び
冷

凍
機

械
」

）

第
二
種
電
気
工
事
士
　
  
　

　
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

３
年

電
気
主
任
技
術
者
（
第
１
種

～
第

３
種

）
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
 ５

年

工
事
担
当
者
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

年

給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者

　
　

　
  
 　

　
  
  
  
  
  
 　

　
　

　
　

 　
 １

年

消
防

法
甲

種
消

防
設

備
士

乙
種

消
防

設
備

士

水
産
「
水
産
土
木
」
・
総
合

技
術

監
理

（
水

産
「

水
産

土
木

」
）

森
林
「
林
業
」
・
総
合
技
術

監
理

（
森

林
「

林
業

」
）

森
林
「
森
林
土
木
」
・
総
合

技
術

監
理

（
森

林
「

森
林

土
木

」
）

衛
生
工
学
・
総
合
技
術
監
理

（
衛

生
工

学
）

衛
生
工
学
「
水
質
管
理
」
・

総
合

技
術

監
理

（
衛

生
工

学
「

水
質

管
理

」
）

衛
生
工
学
「
廃
棄
物
管
理
」

・
総

合
技

術
監

理
（

衛
生

工
学

「
廃

棄
物

管
理

」
）

電
気
通
信
主
任
技
術
者
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
５

年
電

気
通

信
事

業
法

技 術 士 法

上
下
水
道
・
総
合
技
術
監
理

（
上

下
水

道
）

上
下

水
道

「
上

水
道

及
び

工
業

用
水
道
」
・
総
合
技
術
監
理
（
上
下
水
道
「
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
」
）

農
業
「
農
業
土
木
」
・
総
合

技
術

監
理

（
農

業
「

農
業

土
木

」
）

と
び
・
と
び
工
（
２
級
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
　

　
　

　
　

３
年

※

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
（

１
級

）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
（

２
級

）
　

  
　

  
  
  
  
  
  
  
 　

　
　

　
　

 ３
年

※

職 業 能 力 開 発 促 進 法

建
築
大
工
（
１
級
）

建
築
大
工
（
２
級
）
　
　
　

　
  
　

　
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

年
※

型
枠
施
工
（
１
級
）

型
枠
施
工
（
２
級
）
　
　
　

　
  
　

　
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

年
※

左
官
（
１
級
）

左
官
（
２
級
）
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

年
※

と
び
・
と
び
工
（
１
級
）

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
・

空
気

調
和

設
備

配
管

（
２

級
)　

  
　

  
  
　

　
 ３

年
※

給
排
水
衛
生
設
備
配
管
（
１

級
）

給
排
水
衛
生
設
備
配
管
（
２

級
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

 ３
年

※

配
管
・
配
管
工
（
１
級
）

配
管
・
配
管
工
 （

２
級
）

　
　

　
　

　
  
  
　

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

３
年

※

建
築
板
金
「
ダ
ク
ト
板
金
作

業
」

（
１

級
）

ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
（
１

級
）

ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
（
２

級
）

　
　

 　
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ３

年
※

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
・

空
気

調
和

設
備

配
管

（
１

級
）

ブ
ロ

ッ
ク

建
築

・
ブ

ロ
ッ

ク
建

築
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
積
み
ブ
ロ
ッ
ク
施
工
（
２
級
）
　
　
　
　
　
３
年
※

建
築
板
金
「
ダ
ク
ト
板
金
作

業
」

（
２

級
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

年
※

タ
イ
ル
張
り
・
タ
イ
ル
張
り

工
（

１
級

）

タ
イ
ル
張
り
・
タ
イ
ル
張
り

工
（

２
級

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 ３
年

※

築
炉
・
築
炉
工
・
れ
ん
が
積

み
（

１
級

）

築
炉

・
築

炉
工

・
れ

ん
が

積
み

（
２

級
）

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

　
 　

 　
 ３

年
※

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
・
ブ
ロ
ッ
ク

建
築

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

積
み

ブ
ロ

ッ
ク

施
工

（
１

級
）

92 



  
  
  
○

技
術

者
区

分
一

覧
表

－
そ

の
３

－
  

01 土
02 建

03 大
04 左

05 と
06 石

07 屋
08 電

09 管
10 タ

11 鋼
12 筋

13 舗
1
4 し

1
5

板
1
6 ガ

1
7

塗
1
8

防
1
9

内
2
0

機
2
1

絶
2
2

通
2
3

園
2
4

井
2
5

具
2
6

水
2
7

消
2
8

清
2
9

解

18
0

2

28
0

1

18
1

2

28
1

1

18
2

2

28
2

1

18
3

2

28
3

1

18
4

2
2

28
4

1
1

18
5

2

28
5

1

18
6

2

28
6

1

18
7

2

28
7

1

18
8

2

28
8

1

18
9

2

28
9

1

19
0

2

29
0

1

19
1

2

29
1

1

16
7

2

19
2

2

29
2

1

19
3

2

29
3

1

19
4

2

29
4

1

19
5

2

29
5

1

19
6

2

29
6

1

19
7

2

29
7

1

19
8

2

29
8

1

06
1

1
1

04
0

基
礎
ぐ
い
工
事

2

06
2

1
1

06
3

1
1

06
0

解
体
工
事

2

06
4

基
幹
技
能
者

70
3

能
力
評
価
基
準
（
レ
ベ
ル
３

技
能

者
）

70
4

能
力
評
価
基
準
（
レ
ベ
ル
４

技
能

者
）

09
9

　
備

考

※
　

「１
※
」及

び
「１

○
」で

記
載

さ
れ

て
い

る
加

点
は

、
令

和
５

年
７

月
１

日
以

降
に

審
査

基
準

日
を

迎
え

る
申

請
が

対
象

と
な

り
ま

す
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（５）建設業法第７条第２号イに規定する学科一覧

建設業の工事種別 学　　　　　科

土 木 工 事 業 土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、

舗 装 工 事 業 緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同

じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建 築 工 事 業 建築学又は都市工学に関する学科

大 工 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業

左 官 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

タイル･れんが･ブロック工事業 

塗 装 工 事 業 

解 体 工 事 業

電 気 工 事 業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

電 気 通 信 工 事 業

管 工 事 業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関

水 道 施 設 工 事 業 する学科

清 掃 施 設 工 事 業

鋼 構 造 物 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

鉄 筋 工 事 業

し ゆ ん せ つ 工 事 業 土木工学又は機械工学に関する学科

板 金 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科

防 水 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科

機 械 器 具 設 置 工 事 業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

消 防 施 設 工 事 業

熱 絶 縁 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造 園 工 事 業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さ く 井 工 事 業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建 具 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科
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   （６）各種資格取得等に関するお問い合わせ先 

 
 資格等名称 お問い合わせ先（試験実施機関）
 
 建設機械施工技士 （一社）日本建設機械施工協会　　　　℡：０３－３４３３－１５７５ 
   〒105-0011  東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館2F
 
 土木施工管理技士 （一財）全国建設研修センター　　　　℡：０４２－３００－６８６０ 
   〒187-8540　東京都小平市喜平町2-1-2　１号館
 
 建築施工管理技士 （一財）建設業振興基金　　　　　　　℡：０３－５４７３－１５８１ 
 　〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-2-12  虎ノ門4丁目MTﾋﾞﾙ2号館
 電気工事施工管理技士
 
 登録基幹技能者
 
 管工事施工管理技士 （一財）全国建設研修センター ℡：０４２－３００－６８５５
   〒187-8540　東京都小平市喜平町 
 造園施工管理技士               2-1-2　１号館 ℡：０４２－３００－６８６８
 
 建築士（一級） （公財）建築技術教育普及センター ℡：０５０－３０３３－３８２１
  〒102-0094　 
 建築士（二級、木造） 東京都千代田区紀尾井町3-6 ℡：０５０－３０３３－３８２２
 　　紀尾井町パークビル
 
 技術士（技術士法に基づく認 （公社）日本技術士会技術士試験センター ℡：０３－６４３２－４５８５ 
 定資格）   〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館4階
 
 電気工事士（一級、二級） （一財）電気技術者試験センター　    ℡：０３－３５５２－７６９１ 
   〒104-8584　東京都中央区八丁堀2-9-1   
 電気主任技術者               ＲＢМ東八重洲ビル8F
 
 電気通信主任技術者 （一財）日本データ通信協会　　　　　℡：０３－５９０７－６５５６ 
 　電気通信国家試験センター事務所 
   〒170-8585　東京都豊島区巣鴨2-11-1　ホウライ巣鴨ビル6F
 
 給水装置工事主任技術者 （公財）給水工事技術振興財団　　　　℡：０３－６９１１－２７１１ 
   〒163-0712　東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル12階
 
 消防設備士（甲種・乙種） （一財）消防試験研究センター本部　　℡：０３－３５９７－０２２０ 
 　〒100-0013　東京都千代田区霞が関麻布台1-4-2大同生命霞が関ﾋﾞﾙ19F
 
 技能士（職業能力開発促進法   福島県職業能力開発協会            ℡：０２４－５２５－８６８１ 
 に基づく認定資格）   〒960-8043　福島市中町8-2　福島県自治会館5F
 
 地すべり防止工事 （一社）斜面防災対策技術協会　　　　℡：０３－３４３８－０４９３  
   〒105-0004　東京都港区新橋6-12-7　新橋ＳＤビル6階
 
 建築設備士 （公財）建築技術教育普及センター 　 ℡：０５０－３０３３－３８２４ 
   〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町3-6　紀尾井町パークビル
 
 計装士 （一社）日本計装工業会　　　　　　　℡：０３－５８４６－９１６５ 
   〒101-0031　東京都千代田区東神田2-4-5　東神田堀商ビル4F
 
 基礎施工士 （一社）日本基礎建設協会　　       ℡：０３－６６６１－０１２８ 
   〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-8-12 岸浪ビル6階
 
 （一社）ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ建設技術協会　   ℡：０３－５７３３－５８８１ 
   〒105-0013　東京都港区浜松町2-7-15 日本工築2号館3F
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 資格等名称 お問い合わせ先（試験実施機関）
 
 解体工事施工技士 （公社）全国解体工事業団体連合会   ℡：０３－３５５５－２１９６ 
  〒104-0032　東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
 
 公認会計士 公認会計士・監査審査会            ℡：０３－５２５１－７２９５ 

   〒100-8905　東京都千代田区霞が関3-2-1　中央合同庁舎第７号館  

税理士 国税審議会                       ℡：０３－３５８１－４１６１ 　

　〒100-8978　東京都千代田区霞が関3-1-1　国税庁内

 建設業経理士（国土交通大臣 （一財）建設業振興基金　　　　　　　℡：０３－５４７３－４５８１ 

の登録を受けた登録経理試験）　〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-2-12  虎ノ門4丁目MTﾋﾞﾙ2号館
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   　（７）防災協定の締結の相手方として加点の対象となる公共機関等 

防災協定の締結の相手方として加点の対象となる公共機関等 
＜公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条第１項＞

公共機関等名称 公共機関等名称

　国 　独立行政法人国立女性教育会館

　地方公共団体 　独立行政法人国立青少年教育振興機構

　特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 　独立行政法人国立美術館

　首都高速道路株式会社 　独立行政法人国立文化財機構

　新関西国際空港株式会社 　独立行政法人自動車事故対策機構

　中間貯蔵・環境安全事業株式会社 　独立行政法人中小企業基盤整備機構

　中日本高速道路株式会社 　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

　成田国際空港株式会社 　独立行政法人都市再生機構  

　西日本高速道路株式会社 　独立行政法人日本学生支援機構

　阪神高速道路株式会社 　独立行政法人日本芸術文化振興会

　東日本高速道路株式会社 　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

　本州四国連絡高速道路株式会社 　独立行政法人日本スポーツ振興センター

　沖縄科学技術大学院大学学園 　独立行政法人水資源機構

　日本中央競馬会 　独立行政法人労働者健康安全機構

　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 　

　国立研究開発法人科学技術振興機構 　

　国立研究開発法人情報通信研究機構 　

　国立研究開発法人森林研究・整備機構

　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構   

　独立行政法人空港周辺整備機構  

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　独立行政法人国際協力機構

　独立行政法人国立科学博物館

　独立行政法人国立高等専門学校機構
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   （８）建設工事の種類と内容 

略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

土 土木工事業 総 合 的 な 企 画 、 指 導 、 調 整

の も と に 土 木 工 作 物 を 建 設

する工事

建 建築工事業 総 合 的 な 企 画 、 指 導 、 調 整

の も と に 建 築 物 を 建 設 す る

工事

大 大工工事業 木 材 の 加 工 又 は 取 付 け に よ 大工工事、型枠工事、造作工事

り 工 作 物 を 築 造 し 、 又 は 工

作 物 に 木 製 設 備 を 取 付 け る

工事

左 左官工事業 工 作 物 に 壁 土 、 モ ル タ ル 、 左官工事、モルタル工事、モルタル

漆 く い 、 プ ラ ス タ ー 、 繊 維 防水工事、吹付け工事、とぎ出し工

等 を こ て 塗 り 、 吹 付 け 、 又 事、洗い出し工事

ははり付ける工事

と と び ・ 土 工 工 事 イ ） 足 場 の 組 立 て 、 機 械 器 イ）とび工事、ひき工事、足場等仮

業 具 ・ 建 設 資 材 等 の 重 量 物 の 設工事、重量物の揚重運搬配置工事、

運 搬 配 置 、 鉄 骨 等 の 組 立 て 鉄骨組立て工事、コンクリートブロ

を行う工事 ック据付け工事 

ロ ） く い 打 ち 、 く い 抜 き 及 ロ）くい工事、くい打ち工事、くい

び場所打ぐいを行う工事  抜き工事、場所打ぐい工事 

ハ）土砂等の掘削、盛上げ、 ハ）土工事、掘削工事、根切り工事、

締固め等を行う工事 発破工事、盛土工事 

ニ ） コ ン ク リ ー ト に よ り 工 ニ）コンクリート工事、コンクリー

作物を築造する工事 ト打設工事、コンクリート圧送工事、

ホ ） そ の 他 基 礎 的 な い し は プレストレストコンクリート工事 

準備的工事 ホ）地すべり防止工事、地盤改良工

事、ボーリンググラウト工事、土留

め工事、仮締切り工事、吹付け工事、

法面保護工事、道路付属物設置工事、

屋外広告物設置工事、捨石工事、外

構工事、はつり工事、切断穿孔工事、

アンカー工事、あと施工アンカー工

事、潜水工事

石 石工事業 石 材 （ 石 材 に 類 似 の コ ン ク 石積み（張り）工事、コンクリート

リ ー ト ブ ロ ッ ク 及 び 擬 石 を ブロック積み（張り）工事

含 む 。） の 加 工 又 は 積 方 に

よ り 工 作 物 を 築 造 し 、 又 は

工 作 物 に 石 材 を 取 付 け る 工

事

屋 屋根工事業 瓦 、 ス レ ー ト 、 金 属 薄 板 等 屋根ふき工事

により屋根をふく工事

電 電気工事業 発 電 設 備 、 変 電 設 備 、 送 配 発電設備工事、送配電線工事、引込

電 設 備 、 構 内 電 気 設 備 等 を 線工事、変電設備工事、構内電気設

設置する工事 備（非常用電気設備を含む。）工事、

照明設備工事、電車線工事、信号設

備工事、ネオン装置工事

管 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、

衛 生 等 の た め の 設 備 を 設 置 空気調和設備工事、給排水・給湯設

し 、 又 は 金 属 製 等 の 管 を 使 備工事、厨房設備工事、衛生設備工

用 し て 水 、 油 、 ガ ス 、 水 蒸 事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、

気 等 を 送 配 す る た め の 設 備 ガス管配管工事、ダクト工事、管内

を設置する工事 更正工事
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略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

タ タ イ ル ・ れ ん が れ ん が 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ コンクリートブロック積み（張り）

・ ブ ロ ッ ク 工 事 ッ ク 等 に よ り 工 作 物 を 築 造 工事、レンガ積み（張り）工事、タ

業 し 、 又 は 工 作 物 に れ ん が 、 イル張り工事、築炉工事、スレート

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 、 タ 張り工事、サイディング工事

イ ル 等 を 取 付 け 、 又 は は り

付ける工事

鋼 鋼構造物工事業 形 鋼 、 鋼 板 等 の 鋼 材 の 加 工 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石

又 は 組 立 て に よ り 工 作 物 を 油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、

築造する工事 屋外広告工事、閘門、水門等の門扉

設置工事

筋 鉄筋工事業 棒 鋼 等 の 鋼 材 を 加 工 し 、 接 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

合し、又は組立てる工事

舗 舗装工事業 道 路 等 の 地 盤 面 を ア ス フ ァ アスファルト舗装工事、コンクリー

ル ト 、 コ ン ク リ ー ト 、 砂 、 ト舗装工事、ブロック舗装工事、路

砂 利 、 砕 石 等 に よ り 舗 装 す 盤築造工事

る工事

しゅ し ゅ ん せ つ 工 事 河 川 、 港 湾 等 の 水 底 を し ゅ しゅんせつ工事

業 んせつする工事

板 板金工事業 金 属 薄 板 等 を 加 工 し て 工 作 板金加工取付け工事、建築板金工事

物 に 取 付 け 、 又 は 工 作 物 に

金 属 製 等 の 付 属 物 を 取 付 け

る工事

ガ ガラス工事業 工 作 物 に ガ ラ ス を 加 工 し て ガラス加工取付け工事

取付ける工事

塗 塗装工事業 塗 料 、 塗 材 等 を 工 作 物 に 吹 塗装工事、溶射工事、ライニング工

付 け 、 塗 付 け 、 又 は は り 付 事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装

ける工事 工事、路面標示工事

防 防水工事業 ア ス フ ァ ル ト 、 モ ル タ ル 、 アスファルト防水工事、モルタル防

シ ー リ ン グ 材 等 に よ っ て 防 水工事、シーリング工事、塗膜防水

水を行う工事 工事、シート防水工事、注入防水工

事

内 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、 インテリア工事、天井仕上工事、壁

壁 紙 、 た た み 、 ビ ニ ー ル 床 張り工事、内装間仕切り工事、床仕

タ イ ル 、 カ ー ペ ッ ト 、 ふ す 上工事、たたみ工事、ふすま工事、

ま 等 を 用 い て 建 築 物 の 内 装 家具工事、防音工事

仕上げを行う工事

機 機 械 器 具 設 置 工 機 械 器 具 の 組 立 て 等 に よ り プラント設備工事、運搬機器設置工

事業 工 作 物 を 建 設 し 、 又 は 工 作 事、内燃力発電設備工事、給排気機

物 に 機 械 器 具 を 取 付 け る 工 器設置工事、揚排水機器設置工事、

事  ダム用仮設備工事、遊技施設設置工

事、舞台装置設置工事、サイロ設置

工事、立体駐車設備工事

絶 熱絶縁工事業 工 作 物 又 は 工 作 物 の 設 備 を 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設

熱絶縁する工事 備又は燃料工業、化学工業等の設備

の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱

工事

通 電気通信工事業 有 線 電 気 通 信 設 備 、 無 線 電 電気通信線路設備工事、電気通信機

気通信設備、放送機械設備、 械設置工事、放送機械設置工事、空

デ ー タ 通 信 設 備 等 の 電 気 通 中線設備工事、データ通信設備工事、

信設備を設置する工事 情 報 制 御 設 備 工 事 、 TV 電 波 障 害 防

除設備工事
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略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

園 造園工事業 整 地 、 樹 木 の 植 栽 、 景 石 の 植栽工事、地被工事、景石工事、地

す え 付 け 等 に よ り 庭 園 、 公 ごしらえ工事、公園設備工事、広場

園 、 緑 地 等 の 苑 地 を 築 造 す 工事、園路工事、水景工事、緑地育

る工事 成工事

井 さく井工事業 さ く 井 機 械 等 を 用 い て さ く さく井工事、観測井工事、還元井工

孔 、 さ く 井 を 行 う 工 事 又 は 事、温泉掘削工事、井戸築造工事、

こ れ ら の 工 事 に 伴 う 揚 水 設 さく孔工事、石油掘削工事、天然ガ

備設置等を行う工事 ス掘削工事、揚水設備工事

具 建具工事業 工 作 物 に 木 製 又 は 金 属 製 の 金属製建具取付け工事、サッシ取付

建具等を取付ける工事 け工事、金属製カーテンウォール取

付け工事、シャッター取付け工事、

自動ドアー取付け工事、木製建具取

付け工事、ふすま工事

水 水道施設工事業 上 水 道 、 工 業 用 水 道 等 の た 取水施設工事、浄水施設工事、配水

め の 取 水 、 浄 水 、 配 水 等 の 施設工事、下水処理設備工事

施 設 を 築 造 す る 工 事 又 は 公

共 下 水 道 若 し く は 流 域 下 水

道 の 処 理 設 備 を 設 置 す る 工

事

消 消防施設工事業 火 災 警 報 設 備 、 消 火 設 備 、 屋内消火栓設置工事、スプリンクラ

避 難 設 備 若 し く は 消 火 活 動 ー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガ

に 必 要 な 設 備 を 設 置 し 、 又 ス、蒸発性液体又は粉末による消火

は工作物に取付ける工事 設備工事、屋外消火栓設置工事、動

力消防ポンプ設置工事、火災報知設

備工事、漏電火災警報器設置工事、

非常警報設備工事、金属製避難はし

ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排

煙設備の設置工事

清 清掃施設工事業 し 尿 処 理 施 設 又 は ご み 処 理 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工

施設を設置する工事 事

解 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

  ※一式工事について 
　　２９の建設工事の種類のうち土木一式工事及び建築一式工事の２つの一式工事は、他の２７の専門工事
　　とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメン
　　トする事業者向けの業種となっています。 
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（9）登録経営状況分析機関（Ｈ３０．４．１現在）

                        

番  名　　　称 郵 便 番 住　 　　所 電 話 番 号 登 録 年 月 日

号 号

１ (一財)建設業情報管理センタ 104-004 東京都中央区 03-5565-613 平成16年6月30

ー 5 築地2-11-24 1 日

２ (株)マネージメント・データ 860-008 熊本県熊本市中央区 096-278-833 平成16年5月12

・リサーチ 1 京町2-2-37 0 日

４ ワイズ公共データシステム 380-081 長野県長野市 026-232-114 平成16年5月12

(株) 5 田町2120-1 5 日

５ (株)九州経営情報分析センタ 850-002 長崎県長崎市 095-811-147 平成16年8月6日

ー 5 今博多町22 7

７ (株)北海道経営情報センター 003-000 北海道札幌市白石区 011-820-611 平成16年8月6日

1 東札幌一条4-8-1 1

８ (株)ネットコア 320-085 栃木県宇都宮市 028-649-011 平成16年9月16

1 鶴田2-5-24 1 日

９ (株)経営状況分析センター 143-001 東京都大田区 03-5753-158 平成16年9月16

5 大森西3-31-8 8 日

10 経営状況分析センター西日本 755-003 山口県宇部市 0836-38-378 平成16年9月16

(株) 6 北琴芝1-6-10 1 日

11 (株)ＮＫＢ 800-025 福岡県北九州市小倉 093-982-380 平成16年11月15

3 北区重住3-2-12 0 日

22 (株)建設業経営情報分析セン 190-002 東京都立川市 042-505-753 平成26年12月1

ター 3 柴崎町2-17-6 3 日

※経営状況分析にかかる手数料についての金額及び納付方法については、各登録経営状況分析機

関によって差異　がありますので、各分析機関に直接お問い合わせください。 
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　 （10）経営事項審査を受けなければ請け負うことのできない公共工事の発注者一覧 

経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表 

＜建設業法施行令第４５条＞

発　 注　 者　 名 発　 注　 者　 名

　 国 　 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

　 地方公共団体 　 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

  沖縄振興開発金融公庫 　 国立研究開発法人産業技術総合研究所

　 株式会社国際協力銀行   国立研究開発法人森林総合研究所

　 株式会社日本政策金融公庫  　 国立研究開発法人水産研究・教育機構

　 港務局 　 国立研究開発法人土木研究所

　 国立大学法人 　 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

　 社会保険診療報酬支払基金 　 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

　 水害予防組合  　 国立研究開発法人物質・材料研究機構

　 水害予防組合連合 　 国立研究開発法人防災科学技術研究所

　 大学共同利用機関法人 　 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

　 地方公共団体金融機構　  （独）奄美群島振興開発基金

　 地方公共団体情報システム機構  （独）医薬品医療機器総合機構

　 地方住宅供給公社  （独）海技教育機構

　 地方道路公社  （独）家畜改良センター

　 地方独立行政法人  （独）教員研修センター

  土地開発公社  （独）空港周辺整備機構

  土地改良区  （独）経済産業研究所

  土地改良区連合  （独）工業所有権情報・研修館

  土地区画整理組合  （独）航空大学校

  日本下水道事業団  （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

  日本司法支援センター  （独）国際観光振興機構

  日本中央競馬会  （独）国際協力機構

  日本年金機構  （独）国際交流基金

  日本放送協会  （独）国民生活センター

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  （独）国立印刷局

  国立研究開発法人海上・港湾・航空技術安全研究所  （独）国立科学博物館

  国立研究開発法人建築研究所  （独）国立高等専門学校機構

  国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  （独）国立公文書館
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経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表 

＜建設業法施行令第４５条＞

発　 注　 者　 名 発　 注　 者　 名

  国立研究開発法人国立環境研究所  （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

  国立研究開発法人国立がん研究センター  （独）国立女性教育会館

  国立研究開発法人国立国際医療研究センター  （独）国立青少年教育振興機構

  国立研究開発法人国立循環器病研究センター  （独）国立特別支援教育総合研究所

  国立研究開発法人国立成育医療研究センター  （独）国立美術館

 （独）国立病院機構　   国立研究開発法人理化学研究所

 （独）国立文化財機構　 　 首都高速道路株式会社 

 （独）自動車技術総合機構 　 消防団員等公務災害補償等共済基金

 （独）住宅金融支援機構 　 新関西国際空港株式会社   

 （独）酒類総合研究所   地方競馬全国協会 

 （独）製品評価技術基盤機構   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 （独）石油天然ガス・金融鉱物資源機構   東京地下鉄株式会社

 （独）造幣局   東京湾横断道路建設事業者

 （独）大学入試センター   （独）環境再生保全機構

 （独）大学改革支援・学位授与機構   （独）勤労者退職金共済機構

 （独）地域医療機能推進機構   （独）中小企業基盤整備機構

 （独）駐留軍等労働者労務管理機構   （独）農業者年金基金 

 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構   中日本高速道路株式会社

 （独）統計センター   成田国際空港株式会社

 （独）都市再生機構   西日本高速道路株式会社

 （独）日本学術振興会   日本私立学校振興・共済事業団

 （独）日本学生支援機構   日本たばこ産業株式会社

 （独）日本芸術文化振興会   日本電信電話株式会社

 （独）日本高速道路保有・債務返済機構   東日本電信電話株式会社

 （独）日本スポーツ振興センター   西日本電信電話株式会社

 （独）日本貿易振興機構   農林漁業団体職員共済組合

 （独）日本貿易保険   阪神高速道路株式会社

 （独）農畜産業振興機構   東日本高速道路株式会

 （独）農林水産消費安全技術センター   本州四国連絡高速道路株式会社

 （独）福祉医療機構   北海道旅客鉄道株式会社
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発　 注　 者　 名 発　 注　 者　 名

（独）北方領土問題対策協会 四国旅客鉄道株式会社

 （独）水資源機構   九州旅客鉄道株式会社

 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構   日本貨物鉄道株式会社

 （独）労働者健康安全機構

 （独）労働政策研究・研修機構

　 年金積立金管理運用（独）

　 公益財団法人JKA

　 国立研究開発法人科学技術振興機構　             　

　 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 　

　 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


